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豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和47年条例第31号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表(第 2条、第 5条関係) 別表(第 2条、第 5条関係) 

 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

（略） （略） （略） 

園歯科医 年額２８４，０００以内におい

て市長が定める額 

（略） （略）  

市街地整備アドバイザー １回 ２５，６００ 旅費条例による３

級職相当職 

（略） （略） （略） 

 

 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

（略） （略） （略） 

園歯科医 年額４２７，０００以内におい

て市長が定める額 

（略） （略）  

市街地整備アドバイザー １回 ２５，６００ 旅費条例による３

級職相当額 

（略） （略） （略） 
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豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６１万円を超える場合においては、基礎課税額は、

６１万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６３万円を超える場合においては、基礎課税額は、

６３万円とする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１６万円

を超える場合においては、介護納付金課税額は、１６万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１７万円

を超える場合においては、介護納付金課税額は、１７万円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６１万

円を超える場合には、６１万円）、同条第３項の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項の介護

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万

円を超える場合には、６３万円）、同条第３項の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項の介護
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納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合算額とする。 

納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

（１） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、３３万円                                           

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                       を超えない世帯に係る納税義務者 

（１） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超えるものに限

る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に

係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得

金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６

０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与

所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給

与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について１５，

６１０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について１５，

６１０円 
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イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，６３０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，６３０円 

（イ） 特定世帯 ７，３１５円 （イ） 特定世帯 ７，３１５円 

（ウ） 特定継続世帯 １０，９７３円 （ウ） 特定継続世帯 １０，９７３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について４，５５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について４，５５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０６０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０６０円 

（イ） 特定世帯 ２，０３０円 （イ） 特定世帯 ２，０３０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，０４５円 （ウ） 特定継続世帯 ３，０４５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて５，１８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて５，１８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て３，２９０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て３，２９０円 

（２） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、３３万円                                           

                                                            

（２） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が
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                                                   に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５千円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５千円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につき１１，１

５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につき１１，１

５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，４５０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，４５０円 

（イ） 特定世帯 ５，２２５円 （イ） 特定世帯 ５，２２５円 

（ウ） 特定継続世帯 ７，８３８円 （ウ） 特定継続世帯 ７，８３８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について３，２５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について３，２５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，９００円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，９００円 

（イ） 特定世帯 １，４５０円 （イ） 特定世帯 １，４５０円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，１７５円 （ウ） 特定継続世帯 ２，１７５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金
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課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて３，７００円 

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて３，７００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，３５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，３５０円 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、３３万円                                           

                                                            

                                                            

                                                   に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について４，４

６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について４，４

６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１８０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１８０円 

（イ） 特定世帯 ２，０９０円 （イ） 特定世帯 ２，０９０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，１３５円 （ウ） 特定継続世帯 ３，１３５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について１，３００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について１，３００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世
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帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，１６０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，１６０円 

（イ） 特定世帯 ５８０円 （イ） 特定世帯 ５８０円 

（ウ） 特定継続世帯 ８７０円 （ウ） 特定継続世帯 ８７０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて１，４８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて１，４８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て９４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て９４０円 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第２項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに次に掲げる事由を記載した申請書に減免を受

けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

３ 前２項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに次に掲げる事由を記載した申請書に減免を受

けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法（昭和４０年法律第

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法                   
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３３号）第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に係るも

のに限る。）の控除を受けた場合における第２３条の規定の適用につ

いては、同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額           

     」とあるのは、「法第７０３条の５に規定する総所得金額（所得

税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同

条第２項第１号の規定によって計算した金額から１５万円を控除した

金額によるものとする。）」                                     

                     とする。 

       第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に係るも

のに限る。）の控除を受けた場合における第２３条の規定の適用につ

いては、同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所

得金額」とあるのは「法  第７０３条の５に規定する総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から１５万円を控除し

た金額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」

とあるのは「１２５万円」とする。 

 



議案第２３号参考資料 

1 

 

豊明市遺児手当支給条例（平成４年豊明市条例第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（手当の支給期間等） （手当の支給期間等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

 ２ 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第４条の認定の申

請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後１５

日以内に当該申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわ

らず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をできなくな

った日の属する月の翌月から始める。 

２ （略） ３ （略） 

 



議案第２４号参考資料 

1 

 

豊明市介護保険条例（平成１２年豊明市条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（保険料率） （保険料率） 

第６条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第９条第１号に規定する被保険者を

いう。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第６条 令和３年度から令和５年度  までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第９条第１号に規定する被保険者を

いう。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２９，７００円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３０，６００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，０００円 （２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４４，２００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４６，３００円 （３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４７，６００円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，５００円 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６１，２００円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６６，１００円 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６８，１００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７９，４００円 （６） 次のいずれかに該当する者 ８１，７００円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項         

           又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額                                                

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０
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        とする。以下この項において同じ。）が１２０万円未満

である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

とする。以下この項において同じ。）が１２０万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８６，０００円 （７） 次のいずれかに該当する者 ８８，５００円 

ア 合計所得金額が１９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９２，６００円 （８） 次のいずれかに該当する者 ９５，３００円 

ア 合計所得金額が２９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 
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（９） 次のいずれかに該当する者 ９９，２００円 （９） 次のいずれかに該当する者 １０２，１００円 

ア 合計所得金額が３４０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １０５，８００円 （１０） 次のいずれかに該当する者 １０８，９００円 

ア 合計所得金額が５００万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ア 合計所得金額が５００万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １１９，１００円 （１１） 次のいずれかに該当する者 １２２，５００円 

ア 合計所得金額が８００万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ア 合計所得金額が８００万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １３２，３００円 （１２） 次のいずれかに該当する者 １３６，２００円 
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ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

（１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １４５，５００円 （１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １４９，８００円  

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前

項第１号に該当する者の平成３０年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２６，４００円とする。 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次

の各号に掲げる者の令和３年度から令和５年度までの保険料率は、前

１項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 前項第１号に該当する者 ２０，４００円 

（２） 前項第２号に該当する者 ３０，６００円 

（３） 前項第３号に該当する者 ４４，２００円 

３ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次

の各号に掲げる者の令和元年度における保険料率は、第１項の規定に

かかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１項第１号に該当する者 ２３，１００円 

（２） 第１項第２号に該当する者 ３６，４００円 

（３） 第１項第３号に該当する者 ４４，６００円 

 

４ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次

の各号に掲げる者の令和２年度における保険料率は、第１項の規定に

かかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１項第１号に該当する者 １９，８００円 
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（２） 第１項第２号に該当する者 ２９，７００円 

（３） 第１項第３号に該当する者 ４３，０００円 

 



議案第２５号参考資料 

1 

 

豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２８年豊明市条例第３９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） （指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 ４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供

するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけ

ればならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

 ２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

２ （略） ３ （略） 

（準用） （準用） 

第２８条 第２１条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。 

第２８条 第２２条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。 

（準用） （準用） 
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第３８条 第１２条、第３３条及び第３４条の規定は、ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設について準用する。 

第３８条 第１２条、第３４条及び第３５条の規定は、ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設について準用する。 

（基本方針） （基本方針） 

第３９条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３７号）第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第２０条に規

定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなけ

ればならない。 

第３９条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３７号）第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第２１条に規

定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなけ

ればならない。 

（準用） （準用） 

第４１条 第２１条及び第２２条の規定は、指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。 

第４１条 第２２条及び第２３条の規定は、指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。 

 



議案第２６号参考資料 

1 

 

豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（平成２８年豊明市条例第４０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） （指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 ４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予

防サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれ

ばならない。 

２ （略） ３ （略） 

 



議案第２７号参考資料 

1 

 

豊明市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

３０年豊明市条例第８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（指定介護予防支援の事業に係る一般原則） （指定介護予防支援の事業に係る一般原則） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を

実施する等の措置を講じなければならない。 

 ６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっ

ては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 



議案第２８号参考資料 

1 

 

豊明市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成３０年豊明市条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（指定居宅介護支援の事業に係る一般原則） （指定居宅介護支援の事業に係る一般原則） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を

実施する等の措置を講じなければならない。 

 ６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっ

ては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 



議案第２９号参考資料 
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豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１５年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第５条 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合（以下「建

蔽率」という。）は、別表第２（ア）欄の計画地区の区分に応じ、そ

れぞれ同表（エ）欄に掲げる数値を超えてはならない。 

（建築物の敷地面積の最低限度） （建築物の敷地面積の最低限度） 

第５条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の

区分に応じ、同表（エ）欄に掲げる数値以上でなければならない。 

第６条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の

区分に応じ、同表（オ）欄に掲げる数値以上でなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（壁面の位置の制限） （壁面の位置の制限） 

第６条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面から敷地境界線までの距離（以下「後退距離」という。）は、そ

れぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分に応じ、同表（オ）欄に掲

げる数値以上でなければならない。 

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面から敷地境界線までの距離（以下「後退距離」という。）は、そ

れぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分に応じ、同表（カ）欄に掲

げる数値以上でなければならない。 

（建築物の高さの最高限度） （建築物の高さの最高限度） 

第７条 建築物の高さは、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分

に応じ、同表（カ）欄に掲げる数値を超えてはならない。 

第８条 建築物の高さは、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分

に応じ、同表（キ）欄に掲げる数値を超えてはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（建築物の形態又は意匠の制限） （建築物の形態又は意匠の制限） 



2/20 

第８条 建築物の形態又は意匠は、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地

区の区分に応じ、同表（キ）欄に掲げるものでなければならない。 

第９条 建築物の形態又は意匠は、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地

区の区分に応じ、同表（ク）欄に掲げるものでなければならない。 

（垣又はさくの構造の制限） （垣又はさくの構造の制限） 

第９条 垣又はさくは、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分に

応じ、同表（ク）欄に掲げるものでなければならない。 

第１０条 垣又はさくは、それぞれ別表第２（ア）欄の計画地区の区分

に応じ、同表（ケ）欄に掲げるものでなければならない。 

（建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置） （建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置） 

第１０条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第３条

及び第５条第１項の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地

の全部について、これらの規定を適用する。 

第１１条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第３条

及び第６条第１項の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地

の全部について、これらの規定を適用する。 

（建築物の敷地が２以上の計画地区にわたる場合の措置） （建築物の敷地が２以上の計画地区にわたる場合の措置） 

第１１条 建築物の敷地が計画地区の２以上にわたる場合における第３

条及び第５条第１項の規定の適用については、当該建築物又は当該敷

地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適

用する。 

第１２条 建築物の敷地が計画地区の２以上にわたる場合における第３

条及び第６条第１項の規定の適用については、当該建築物又は当該敷

地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適

用する。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１２条 （略） 第１３条 （略） 

（公益上必要な建築物の特例） （公益上必要な建築物の特例） 

第１３条 （略） 第１４条 （略） 

（委任） （委任） 

第１４条 （略） 第１５条 （略） 

（罰則） （罰則） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に 第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に
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処する。 処する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第４条、第５条第１項、第６条、第７条第１項及び第９条  

        の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計

図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を

施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事

施工者） 

（２） 第４条、第５条、第６条第１項、第７条、第８条第１項及び

第１０条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計

図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を

施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事

施工者） 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割した

ことにより、第５条第１項の規定に違反した場合における当該建築

物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

（４） 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割した

ことにより、第６条第１項の規定に違反した場合における当該建築

物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

２ （略） ２ （略） 

第１６条 （略） 第１７条 （略） 

別表第１（第２条関係） 

【別記1 参照】 

別表第１（第２条関係） 

別表第２（第３条～第９条関係） 

【別記2 参照】 

別表第２（第３条～第１０条関係） 
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【別記1】 

現行 

名称 区域 

前後駅南地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画前後駅南地区計画の地区整備

計画が定められた区域 

中島地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画中島地区計画の地区整備計画

が定められた区域 

新左山工業団地地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画新左山工業団地地区計画の地

区整備計画が定められた区域 

勅使台地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画勅使台地区計画の地区整備計

画が定められた区域 

ゆたか台中地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画ゆたか台中地区計画の地区整

備計画が定められた区域 

榎山地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画榎山地区計画の地区整備計画

が定められた区域 

阿野平地地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画阿野平地地区計画の地区整備

計画が定められた区域 

荒井地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画荒井地区計画の地区整備計画

が定められた区域 
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改正後（案） 

名称 区域 

前後駅南地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画前後駅南地区計画の地区整備

計画が定められた区域 

中島地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画中島地区計画の地区整備計画

が定められた区域 

新左山工業団地地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画新左山工業団地地区計画の地

区整備計画が定められた区域 

勅使台地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画勅使台地区計画の地区整備計

画が定められた区域 

ゆたか台中地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画ゆたか台中地区計画の地区整

備計画が定められた区域 

榎山地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画榎山地区計画の地区整備計画

が定められた区域 

阿野平地地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画阿野平地地区計画の地区整備

計画が定められた区域 

荒井地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画荒井地区計画の地区整備計画

が定められた区域 

柿ノ木工業団地地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古屋都市計画柿ノ木工業団地地区計画の地

区整備計画が定められた区域 
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【別記2】 

現行 

名称 （ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク） 

計画地区

の区分 

建築物の用途の制限 容積率の最

高限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度（m
２） 

壁面の位置の制限 建築物の高さの最

高限度（m） 

建築物の形

態又は意匠

の制限 

垣又はさくの

構造の制限 

前後駅南

地区整備

計画区域 

A地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１） 専用住宅（１戸建） 

（２） 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類する食品製造業を

営むもの（法別表第２（と）項第３号

（２の２）又は（４の４）に該当するも

のを除く。）で、作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内であり、かつ、

原動機を使用する場合にあっては、その

出力の合計が０．７５キロワット以下の

ものを除く。） 

（３） 倉庫業を営む倉庫 

（４） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、カラオケボックス、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

― １３０ 

ただし、

地域集会場

はこの限り

でない。 

― ― ― ― 

B地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１） 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類する食品製造業を

営むもの（法別表第２（と）項第３号

（２の２）又は（４の４）に該当するも

のを除く。）で、作業場の床面積の合計

が５０平方メートル以内であり、かつ、

原動機を使用する場合にあっては、その

出力の合計が０．７５キロワット以下の 
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  ものを除く。） 

（２） ボーリング場、スケート場、水泳

場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッテ

ィング練習場 

（３） ホテル又は旅館 

（４） 自動車教習場 

（５） 床面積の合計が１５平方メートル

を超える畜舎 

      

C地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１） 店舗若しくは事務所が２階以上の

部分にあるもの又はその用途に供する部

分の床面積の合計が３００平方メートル

を超えるもの 

      

中島地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１） 店舗、飲食店その他これらに類す

る用途に供するもののうち建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

３０条の５の３で定めるもので、その用

途に供する部分の床面積の合計が５００

平方メートル以上のもの又は３階以上の

部分をその用途に供するもの 

（２） ボーリング場、スケート場、水泳

場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッテ

ィング練習場 

（３） ホテル又は旅館 

（４） 自動車教習場 

（５） 床面積の合計が１５平方メートル

を超える畜舎 

（６） 法別表第２（ほ）項に掲げる建築

物 

― １３０ ― ― ― ― 

新左山工

業団地地

区整備計 

A地区 次に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならない。 

（１） 倉庫 

― １，０００ 道路からの後

退距離にあって

は２m、その他の 

２０ ― 敷地境界線

から２m未満の

距離に存する 
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画区域  （２） 工場（法別表第２（る）項第１号

で定めるものを除く。） 

（３） 前各号の建築物に附属し、用途上

不可分のもの（法別表第２（る）項第２

号で定めるものを除く。） 

  境界線（隣地

が当該地区整備

計画区域内であ

る場合の敷地境

界線からの後退

距離は緩衝緑地

として１m）から

の後退距離にあ

っては５m 

   垣又はさく

は、生垣又は

フェンスその

他の透視性の

ある鉄さく等

（基礎を有す

る場合にあっ

ては、基礎の

高さ（敷地地

盤面からの高

さをいう。）

が０．６m以下

のものに限

る。）としな

ければならな

い。 

B地区 次に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならない。 

（１） 工場（法別表第２（る）項第１号

で定めるものを除く。） 

（２） 前号の建築物に附属し、用途上不

可分のもの（法別表第２（る）項第２号

で定めるものを除く。） 

勅使台地

区整備計

画区域 

一戸建専

用住宅地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならない。ただし、公園その他これに

類するものにおいて公共の用に供される建

築物は除く。 

（１）一戸建専用住宅 

（２）前号に附属する物置又は自動車車庫 

１０／１０ ２００ １m。ただし、

住宅部分と別棟と

した附属建築物

で、軒の高さが

２．３m以下でか

つその面積が１０

m２以下のもの及び

自動車車庫はこの

限りでない。 

（１）建築物の高

さにあっては１

０m 

（２）建築物の軒

の高さにあって

は７m 

（３）建築物の各

部分の高さにあ

っては、当該部

分から前面道路

の反対側の境界

線又は隣地境界

線までの真北方

向の水平距離に

１．２５を乗じ

て得たものに５

mを加えたもの 

― 垣又はさく

は、生垣ある

いはフェン

ス、鉄さく等

とし、ブロッ

ク塀等に類す

るものは設置

してはならな

い。ただし、

フェンス等の

基礎であるブ

ロックその他

これに類する

もので高さが

０．６m以下の

もの、又は片

袖の長さが

２．１mまでの

門柱及びその 

一戸建兼

用住宅地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならない。 

（１）一戸建専用住宅 

（２）一戸建店舗（建築基準法施行令第１

３０条の５の２で定める用途に供するも

のに限る。）兼用住宅 

（３）前二号に附属する物置又は自動車車

庫 

１５／１０ 

店舗用地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならない。 

― ３００ １m。ただし、

附属建築物で、軒 

（１）建築物の高

さにあっては１ 
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  （１）物品販売業を営む店舗 

（２）飲食店（風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する

営業の用に供するものを除く。） 

（３）前二号の附属建築物 

（４）第１号又は第２号の建築物で住宅の

用途を兼ねる物（延べ面積の２分の１以

上を居住の用に供するものを除く。） 

  の高さが２．３m

以下でかつその面

積が２０m２以下の

もの及び自動車車

庫はこの限りでな

い。 

０m 

（２）建築物の各

部分の高さにあ

っては、当該部

分から前面道路

の反対側の境界

線又は隣地境界

線までの真北方

向の水平距離に

１．２５を乗じ

て得たものに５

mを加えたもの 

 内壁にあって

はこの限りで

ない。 

ゆたか台

中地区整

備計画区

域 

A地区 ― １５／１０ ― 外壁又はこれに

代わる柱の面か

ら、隣地境界線ま

での距離にあって

は０．５m、道路

（幅員が１６m以

上のものは除

く。）境界線まで

の距離にあっては

１mとする。ただ

し、附属建築物で

ある自動車車庫は

この限りでない。 

２０m ― 垣又はさく

は、生垣ある

いはフェン

ス、鉄さく等

とし、ブロッ

ク塀等に類す

るものは設置

してはならな

い。ただし、

フェンス等の

基礎であるブ

ロックその他

これに類する

もので高さが

０．６m以下の

もの、又は片

袖の長さが

２．１mまでの

門柱及びその

内壁にあって

はこの限りで

ない。 

 

B地区 ― 
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榎山地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１） 一戸建住宅 

（２） 一戸建兼用住宅で、延べ床面積の

２分の１以上を居住の用に供し、かつ、

学習塾、華道教室、茶道教室、囲碁教室

その他これらに類する用途を兼ねるもの

（これらの用途に供する部分の床面積の

合計が５０m２を超えるものを除く。） 

（３） 集会所 

（４） 前各号の建築物に附属するもの 

１０／１０ ２００ （１） 道路境界

線から建築物の

外壁又はこれに

代わる柱の面

（以下「外壁

等」という。）

までの距離は１

m以上とする。

ただし、道路隅

切り部について

は、それぞれの

道路境界を延長

した線をみなし

境界線とする。 

（２） 隣地境界

線から外壁等ま

での距離は０．

７５m以上とす

る。 

（３） 次の建築

物等は前各号を

適用しない。 

ア 外壁又はこ

れに代わる柱

の中心線の長

さが３m以下

の部分 

イ 自動車車庫

で軒の高さが

３m以下のも

の 

ウ 玄関ポーチ 

エ 幅２．５m

以下の出窓 

 

（１） 建築物の

軒の高さは７m

を超えてはなら

ない。 

（２） 建築物の

高さは１０mを

超えてはならな

い。 

（３） 建築物の

各部分の高さ

は、当該部分か

ら隣地境界線ま

での真北方向の

水平距離に１．

２５を乗じたも

のに５mを加え

たものを超えて

はならない。 

― （１）垣又は

さくの構造

は、生け垣

又はフェン

スとし、ブ

ロック塀等

に類するも

のは設置し

てはならな

い。ただ

し、片袖の

長さが２m以

下であり、

かつ、高さ

が１．５m以

下の門柱に

あってはこ

の限りでな

い。（公共

施設は除

く。） 

（２）フェンス

を設置すると

きは、敷地の

地盤面からの

高さを１．２

m以下とし、

かつ、基礎の

高さを０．６

m以下とし、

通風性がある

ものとする。

（公共施設は

除く。） 
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阿野平地

地区整備

計画区域 

全域 次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）別表第２（は）項に掲げる建築

物以外の建築物 

（２） 神社、寺院、教会その他これらに

類するもの 

（３） 公衆浴場 

― １５０ （１） 道路境界

線から建築物の

外壁又はこれに

代わる柱の面

（以下「外壁

等」という。）

までの距離は１

m以上とする。 

（２） 隣地境界

線から外壁等ま

での距離は０．

５m以上とす

る。 

（３） 次の建築

物又は建築物の

部分については

前各号を適用し

ない。 

ア 外壁又はこ

れに代わる柱

の中心線の長

さの合計が３

m以下の部分 

イ 物置、車庫

その他これら

に類する用途

に供し、軒の

高さが３m以

下で、かつ後

退距離の限度

に満たない部

分の床面積の

合計が１０m２

以内の建築物 

 

― ― （１） 道路

境界線から

１m未満の距

離に設置す

る垣又はさ

くの構造

は、生け垣

あるいは通

風性のある

フェンス・

鉄さく等と

し、ブロッ

ク塀等これ

らに類する

ものは設置

してはなら

ない。 

ただし、

フェンス等

の基礎でブ

ロック等こ

れに類する

ものの高さ

が０．６m以

下のもの、

又は片袖の

長さが２．

１m以下の門

柱にあって

はこの限り

でない。 
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荒井地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

（１） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

（２） カラオケボックスその他これに類

するもの 

（３） 畜舎 

（４） 倉庫でその用途に供する部分の床

面積の合計が３，０００m２を超えるもの 

― ― ― ― ― ― 

 

 

改正後 

名称 （ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク） （ケ） 

計画地区

の区分 

建築物の用途の制限 容積率の最

高限度 

建蔽率の最高

限度 
建築物の敷地

面積の最低限

度（㎡） 

壁面の位置の制

限 

建築物の高さの最

高限度（ｍ） 

建築物の形

態又は意匠

の制限 

垣又はさくの

構造の制限 

前後駅南

地区整備

計画区域 

A地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１）専用住宅（１戸建） 

（２）工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類する食品製造業を営

むもの（法別表第２（と）項第３号（２

の２）又は（４の４）に該当するものを

除く。）で、作業場の床面積の合計が５

０㎡以下であり、かつ、原動機を使用す

る場合にあっては、その出力の合計が

０．７５キロワット以下のものを除

く。） 

（３）倉庫業を営む倉庫 

（４）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、カラオケボックス、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

 

― ― １３０。ただ

し、地域集会

場はこの限り

でない。 

 

 

 

 

 

― ― ― ― 
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B地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１）工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類する食品製造業を営

むもの（法別表第２（と）項第３号（２

の２）又は（４の４）に該当するものを

除く。）で、作業場の床面積の合計が５

０㎡以下であり、かつ、原動機を使用す

る場合にあっては、その出力の合計が

０．７５キロワット以下のものを除

く。） 

（２）ボーリング場、スケート場、水泳

場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッテ

ィング練習場 

（３）ホテル又は旅館 

（４）自動車教習場 

（５）床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 

C地区 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１）店舗若しくは事務所が２階以上の部

分にあるもの又はその用途に供する部分

の床面積の合計が３００㎡を超えるもの 

中島地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１）店舗、飲食店その他これらに類する

用途に供するもののうち建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）第１３

０条の５の３で定めるもので、その用途

に供する部分の床面積の合計が５００㎡

以上のもの又は３階以上の部分をその用

途に供するもの 

（２）ボーリング場、スケート場、水泳

場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッテ

ィング練習場 

（３）ホテル又は旅館 

― ― １３０ ― ― ― ― 
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  （４）自動車教習場 

（５）床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 

（６）法別表第２（ほ）項に掲げる建築物 

       

新左山工

業団地地

区整備計

画区域 

A地区 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１）倉庫 

（２）工場（法別表第２（る）項第１号で

定めるものを除く。） 

（３）前２号の建築物に附属し、用途上不

可分のもの（法別表第２（る）項第２号

で定めるものを除く。） 

― ― １，０００ 道路からの後

退距離にあって

は２ｍ、その他

の境界線（隣地

が当該地区整備

計画区域内であ

る場合の敷地境

界線からの後退

距離は緩衝緑地

として１ｍ）か

らの後退距離に

あっては５ｍ 

２０ ― 敷地境界線

から２ｍ未満

の距離に存す

る垣又はさく

は、生垣又は

フェンスその

他の透視性の

ある鉄さく等

（基礎を有す

る場合にあっ

ては、基礎の

高さ（敷地地

盤面からの高

さをいう。）

が０．６ｍ以

下のものに限

る。）としな

ければならな

い。 

B地区 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１）工場（法別表第２（る）項第１号で

定めるものを除く。） 

（２）前号の建築物に附属し、用途上不可

分のもの（法別表第２（る）項第２号で

定めるものを除く。） 

勅使台地

区整備計

画区域 

一戸建専

用住宅地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。ただし、公園その他これ

に類するものにおいて公共の用に供される

建築物は除く。 

（１）一戸建専用住宅 

（２）前号に附属する物置又は自動車車庫 

１０／１０ ― ２００ １ｍ。ただ

し、住宅部分と

別棟とした附属

建築物で、軒の

高さが２．３ｍ

以下でかつその

面積が１０㎡以

下のもの及び自

動車車庫はこの

限りでない。 

（１）建築物の高

さにあっては１

０ｍ 

（２）建築物の軒

の高さにあって

は７ｍ 

（３）建築物の各

部分の高さにあ

っては、当該部

分から前面道路

の反対側の境界

線又は隣地境界

線までの真北方 

― 垣又はさく

は、生垣ある

いはフェン

ス、鉄さく等

とし、ブロッ

ク塀等に類す

るものは設置

してはならな

い。ただし、

フェンス等の

基礎であるブ

ロックその他

これに類する 

一戸建兼

用住宅地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１）一戸建専用住宅 

（２）一戸建店舗（建築基準法施行令第１

３０条の５の２で定める用途に供するも

のに限る。）兼用住宅 

（３）前２号に附属する物置又は自動車車 

１５／１０ 
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   庫 

 

    向の水平距離に

１．２５を乗じ

て得たものに５

ｍを加えたもの 

 もので高さが

０．６ｍ以下

のもの、又は

片袖の長さが

２．１ｍまで

の門柱及びそ

の内壁にあっ

てはこの限り

でない。 

店舗用地

区 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１）物品販売業を営む店舗 

（２）飲食店（風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する

営業の用に供するものを除く。） 

（３）前２号の附属建築物 

（４）第１号又は第２号の建築物で住宅の

用途を兼ねる物（延べ床面積の２分の１

以上を居住の用に供するものを除く。） 

― ３００ １ｍ。ただ

し、附属建築物

で、軒の高さが

２．３ｍ以下で

かつその面積が

２０㎡以下のも

の及び自動車車

庫はこの限りで

ない。 

（１）建築物の高

さにあっては１

０ｍ 

（２）建築物の各

部分の高さにあ

っては、当該部

分から前面道路

の反対側の境界

線又は隣地境界

線までの真北方

向の水平距離に

１．２５を乗じ

て得たものに５

ｍを加えたもの 

ゆたか台

中地区整

備計画区

域 

A地区 ― １５／１０ ― ― 隣地境界線か

らの後退距離に

あっては０．５

ｍ、道路（幅員

が１６ｍ以上の

ものは除く。）

境界線からの後

退距離にあって

は１ｍとする。

ただし、附属建

築物である自動

車車庫はこの限

りでない。 

２０ ― 垣又はさく

は、生垣ある

いはフェン

ス、鉄さく等

とし、ブロッ

ク塀等に類す

るものは設置

してはならな

い。ただし、

フェンス等の

基礎であるブ

ロックその他

これに類する

もので高さが

０．６ｍ以下

のもの、又は

片袖の長さが 

B地区 ― 
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         ２．１ｍまで

の門柱及びそ

の内壁にあっ

てはこの限り

でない。 

榎山地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（１）一戸建住宅 

（２）一戸建兼用住宅で、延べ床面積の２

分の１以上を居住の用に供し、かつ、学

習塾、華道教室、茶道教室、囲碁教室そ

の他これらに類する用途を兼ねるもの

（これらの用途に供する部分の床面積の

合計が５０㎡を超えるものを除く。） 

（３）集会所 

（４）前３号の建築物に附属するもの 

１０／１０ ― ２００ （１）道路境界

線からの後退

距離は１ｍ以

上とする。た

だし、道路隅

切り部につい

ては、それぞ

れの道路境界

を延長した線

をみなし境界

線とする。 

（２）隣地境界

線からの後退

距離は０．７

５ｍ以上とす

る。 

（３）次の建築

物等は前２号

を適用しな

い。 

ア外壁又はこれ

に代わる柱の

中心線の長さ

が３ｍ以下の

部分 

イ自動車車庫で

軒の高さが３

ｍ以下のもの 

ウ玄関ポーチ 

エ幅２．５ｍ以 

（１）建築物の軒

の高さは７ｍを

超えてはならな

い。 

（２）建築物の高

さは１０ｍを超

えてはならな

い。 

（３）建築物の各

部分の高さは、

当該部分から隣

地境界線までの

真北方向の水平

距離に１．２５

を乗じたものに

５ｍを加えたも

のを超えてはな

らない。 

― （１） 垣又

はさくの構

造は、生け

垣又はフェ

ンスとし、

ブロック塀

等に類する

ものは設置

してはなら

ない。ただ

し、片袖の

長さが２ｍ

以下であ

り、かつ、

高さが１．

５ｍ以下の

門柱にあっ

てはこの限

りでない。

（公共施設

は除く。） 

（２） フェ

ンスを設置

するとき

は、敷地の

地盤面から

の高さを

１．２ｍ以

下とし、か

つ、基礎の 
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      下の出窓   高さを０．６

ｍ以下と

し、通風性

があるもの

とする。

（公共施設

は除く。） 

阿野平地

地区整備

計画区域 

全域 次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

（１）法別表第２（は）項に掲げる建築物

以外の建築物 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類

するもの 

（３）公衆浴場 

― ― １５０ （１）道路境界

線からの後退

距離は１ｍ以

上とする。 

（２）隣地境界

線からの後退

距離は０．５

ｍ以上とす

る。 

（３）次の建築

物又は建築物

の部分につい

ては前２号を

適用しない。 

ア外壁又はこ

れに代わる

柱の中心線

の長さの合

計が３ｍ以

下の部分 

イ物置、車庫

その他これ

らに類する

用途に供

し、軒の高

さが３ｍ以

下で、かつ

後退距離の 

― ― （１） 道路

境界線から

１ｍ未満の

距離に設置

する垣又は

さくの構造

は、生け垣

あるいは通

風性のある

フェンス、

鉄さく等と

し、ブロッ

ク塀等これ

らに類する

ものは設置

してはなら

ない。ただ

し、フェン

ス等の基礎

でブロック

等これに類

するものの

高さが０．

６ｍ以下の

もの、又は

片袖の長さ

が２．１ｍ

以下の門柱 
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      限度に満た

ない部分の

床面積の合

計が１０㎡

以下の建築

物 

  にあっては

この限りで

ない。 

荒井地区

整備計画

区域 

全域 次に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

（１）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類するもの 

（２）カラオケボックスその他これに類

するもの 

（３）畜舎 

（４）倉庫でその用途に供する部分の床

面積の合計が３，０００㎡を超えるも

の 

― ― ― ― ― ― ― 

柿ノ木工

業団地地

区整備計

画区域 

Ａ地区 次に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

（１）製造業（日本標準産業分類に掲げる

大分類Ｅ－製造業に属するものに限

る。）を営む工場、当該工場に関連する

研究開発施設又は産学連携を活かした

健康長寿分野に関する研究開発施設。

ただし、次に掲げるものを除く。 

ア法別表第２（ぬ）項第３号８の３、１

３及び１３の２に掲げるもの 

１５／１０ ６／１０ ２，０００ 

 

後 退 距 離

は、次の各号

に掲げるとお

りとする。た

だし、守衛所、

自転車置場そ

の他これらに

類する用途に

供し、軒の高

さが３ｍ以下 

― ―  垣又はさく

は、生垣又は

透視性のある

フ ェ ン ス 等

（基礎を有す

る場合にあっ

ては、敷地地

盤面からの高

さが０．６ｍ

までの基礎に 

Ｂ地区 

Ｃ地区 １５ 

Ｄ地区 ２０／１０ ― 

  イ法別表第２（る）項第１号及び第２号

に掲げるもの 

ウ産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）第２条第４項に規定するも

のをいう。）の収集、運搬又は処分の

用に供するもの 

（２）前号に掲げる建築物に附属するもの 
 

   で、かつ後退

距離の限度に

満たない部分

の床面積が１

５㎡以下であ

る建築物等を

除く。 

（１）道路１号、

  限る。）としな

ければならな

い。 
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３号、４号、６

号に接する道

路の境界線に

おいては、２

ｍ 以 上 と す

る。 

（２）緑地１号、

２号、３号、６

号、７号、８号

に接する道路

又は地区計画

区域の境界線

においては、

１５ｍ以上と

する。 

（３）緑地４号

に接する地区

計画区域の境

界線において

は、地区整備

計画の計画図

に示す緑地４

号の幅員以上

とする。 
      （４）緑地５号

に接する地区

計画区域の境

界線において

は、地区整備

計画の計画図

に示す緑地５

号の幅員以上

とする。 

（５）調整池１

号の境界線の

西側において
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は、１７ｍ以

上とする。 

（６）調整池２

号の境界線にお

いては、５ｍ以

上とする。 

（７）その他の

道路又は水路の

境界線において

は、５ｍ以上と

する。 
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豊明市消防団条例（昭和４７年豊明市条例第８１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（任命） （任命） 

第５条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき

豊明市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有す

る者のうちから豊明市長の承認を得て団長が任命する。ただし、団長

の推せんについては分団長の定数の過半数以上の推せんをもって消防

団より推せんされたものと見なすことができる。 

（１）～（３） （略） 

 （欠格事項） 

第６条 次の各号の１に該当する者は、団員となることができない。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者 

（２）第７条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

（３）６月以上豊明市内の居住地を離れて生活する者 

第５条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき 

  市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する

者のうちから  市長の承認を得て団長が任命する。 

                                

                                

（１）～（３） （略） 

 （欠格事項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができな

い。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

（２）第８条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

                           

（分限） 

第７条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、これを降任し、又は免職することができる。 

（１）勤務実績が良くない場合 

（２）～（４） （略） 

 

 

 

（分限） 

第７条 任命権者は、団員が次の各号の１に該当する場合においては、こ

れを降任し、又は免職することができる。 

（１）勤務実績がよくない場合 

（２）～（４） （略） 
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２ 団員は、次の各号の１に該当するに至ったときは、その身分を失う。 

 

（１）前項各号の１に該当するに至ったとき。 

（２）第５条第１号に規定する資格を有しないこととなったとき。 

 

 

 （懲戒） 

第８条 任命権者は、団員が次の各号の１に該当するときは、懲戒処分と

して、戒告、停職又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒

処分は、豊明市長の承認を得なければならない。 

（１）～（３） （略） 

２   （略） 

（退職） 

第９条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権

者に願出て、その承認を得なければならない。 

（団員が居住地を離れる場合の義務） 

第１１条 団員が１０日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては豊明

市長に、その他の団員にあっては、団長に届け出なければならない。ただ

し、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることは

できない。 

（費用弁償） 

第１５条 分団長以上の者が公務のため旅行したときは、豊明市一般職の

職員の旅費に関する条例（昭和４７年豊明市条例第３６条）を適用する。 

 

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を

失う。 

（１）前条第１号に該当するに至ったとき。 

（２）第５条第１号に該当しなくなったとき。ただし、居住地又は勤務地

が当該消防団の区域の近隣であり、かつ、その者が引き続き団員とし

て活動ができると任命権者が認めるときは、この限りでない。 

 （懲戒） 

第８条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒

処分として、戒告、停職又は免職することができる。ただし、団長の行

う懲戒処分は、  市長の承認を得なければならない。 

（１）～（３） （略） 

２   （略） 

（退職） 

第９条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権

者に願い出て、その承認を得なければならない。 

（団員が居住地を離れる場合の義務） 

第１１条 団員が１０日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては  

市長に、その他の団員にあっては、団長に届け出なければならない。ただ

し、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることは

できない。 

（費用弁償） 

第１５条 団員が水火災又は地震等の災害、警戒及び訓練の職務に従事す

るときは、次の費用弁償を支給する。 

（１）災害出動 １回につき ２，０００円 
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（２）警戒出動 １回につき ２，０００円 

（３）訓練出動 １回につき １，０００円 

２ 団員が公務のため旅行したときは、豊明市特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償等に関する条例により旅費を支給する。 
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